
軽
自
動
車
税
の

障
が
い
者
減
免
申
請

●
税
務
課 

市
民
税
係　

　
☎
２
２
‐
３
１
４
８

　
お
５
５
‐
３
１
４
８

障
が
い
者
が
所
有
し
、
使
用
す
る
軽

自
動
車
等
に
つ
い
て
、
軽
自
動
車

税
を
減
免
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
障
が

い
者
が
障
が
い
を
克
服
し
、
積
極
的
な
社

会
参
加
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
税
制

上
特
別
の
配
慮
を
加
え
た
も
の
で
す
。

　
減
免
の
対
象
と
な
る
軽
自
動
車
等
に
該

当
し
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
申
請
に
必
要
な
書
類
を
ご
確

認
の
う
え
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
手
続
方
法

　
申
請
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
５
月

24
日
木
ま
で
に
、
本
庁
税
務
課
ま
た
は
各

支
所
市
民
係
の
窓
口
に
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
提
出
期
限
以
後
の
申
請
は
受
理
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
に

お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
前
年
度
に
減
免
を
受
け
ら
れ
た

方
で
あ
っ
て
も
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

軽
自
動
車
税
の
減
免
を
希
望
さ
れ
る

方
は
５
月
24
日
ま
で
に
申
請
を
！
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阿蘇市税条例 第９０条第１項第１号 同左　第８９条第１項 同左第９０条第１項第２号

所有者

身体障がい者等（ただし、身体障が
い者で年齢１８歳未満のもの又は精
神障害者と生計同一者が所有する軽
自動車等を含む）
�（�所有権が留保されたものである場
合は、使用者を含む）

社会福祉法第２条第２項第
１号から第５号までに掲げ
る第１種社会福祉事業を行
う社会福祉法人
（使用者である場合を含む）

特に問わない

運転者 身体障がい者等 生計同一者 常時介護者 特に問わない 特に問わない

使用目的 特に問わない
身体障がい者等の通院、
通学、通所、生業等の
用に供されるもの

利用者の移送及び利用者に
対する供与物品の輸送に供
するもの

身体障がい者等の利用に供
されるもの

用途及び構造 自家用 自家用・事業用は問わない

車椅子の昇降装置、固定装
置又は浴槽を装着する等特
別の仕様により製造された
もの
自家用・事業用は問わない

減免台数
身体障がい者等１人につき、自動車
（普通小型）、軽自動車を通じて、何
れか１台に限る

特に台数の制限はない 特に台数の制限はない

申請書 ○ ○ ○ ○ ○
印鑑(認印で可、法人にあ
っては代表者印) ○ ○ ○ ○ ○

自動車検査証（又は自動車
届出済証）（写しでも可） ○ ○ ○ ○ ○

身体障害者手帳（原本）、
療育手帳又は精神障害者保
健福祉手帳（原本）

○ ○ ○

　　○社会福祉施設設立届出書の写し
　　○定款（若しくは定款変更認可書）の写し
　　○自動車運行状況書
　　○写真（前、後、横、構造変更部分）

運転免許証
（両面の写しでも可） ○ ○ ○

生計同一証明書 ( 注１) ○
常時介護証明書 ○

通院証明書
通学・通所証明書
生業等の証明書

△ △

広告

●減免の対象となる軽自動車等と申請に必要な書類（○･･･必要　△･･･該当する場合に必要）

（注１）生計同一世帯証明書・・�身体障がい者等と日常生活の資を共通している同居の親族（配偶者、血族６親等以内及び
姻族３親等以内）でない場合に必要です。
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身
近
な
道
路
・
河
川
を
皆
さ
ん
の
手
で

美
し
く
変
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

「
道
路
河
川
環
境
美
化
コ
ン
ク
ー
ル
」

市
で
は
、
道
路
・
河
川
の
環
境
美

化
や
住
民
の
憩
い
の
場
づ
く
り

を
推
進
し
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て

本
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。
日
頃

か
ら
道
路
・
河
川
・
水
路
の
美
化
活
動

を
行
わ
れ
て
い
る
団
体
の
皆
さ
ん
は
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

● 

実
施
対
象　
地
域
生
活
に
密
着
し
た

す
べ
て
の
道
路
・
河
川
・
水
路
（
延

長
20
ｍ
ま
た
は
面
積
50
㎡
以
上
）

● 

実
施
内
容　
花
な
ど
の
植
栽
に
よ
る

環
境
美
化
等

● 

参
加
資
格　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る

各
種
団
体
（
任
意
の
団
体
で
も
参
加

で
き
ま
す
。）

●
参
加
締
切　
６
月
15
日
金

　
午
後
５
時
ま
で(

申
込
先
：
建
設
課)

● 

審
査　
７
月
か
ら
10
月
初
旬
に
か
け

て
管
理
状
況
・
見
栄
え
等
の
審
査
を

行
い
ま
す
。

参
加
締
切
は
６
月
15
日
金
ま
で
！

各
団
体
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

●
建
設
課 

管
理
係　
☎
２
２
‐
３
１
８
７

　
　
　
　

 　
　
　
　
お
２
２
‐
３
１
８
７

●
表
彰　

▼
最
優
秀
賞
（
１
点
）
／
賞
金�

５
万
円

▼
優
秀
賞　
（
２
点
）
／
賞
金�

２
万
円

▼
佳
作
（
５
点
）
／
賞
金�
１
万
円

※�

入
賞
者
に
は
、
直
接
通
知
す
る
と
と

も
に「
広
報
あ
そ
」で
紹
介
し
ま
す
。

● 

そ
の
他　
事
故
等
の
責
任
及
び
参
加

に
関
す
る
全
て
の
費
用
は
、
参
加
者

の
負
担
と
し
ま
す
。
花
等
の
種
子
・

苗
代
に
つ
い
て
は
、
少
々
で
は
あ
り

ま
す
が
助
成
が
あ
り
ま
す
。

▲昨年の審査の様子

80
歳
以
上
で
ご
自
分
の
歯
が
20
本
以
上

あ
る
健
康
な
方
は
高
齢
者
の
よ
い
歯
の

コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
！

●
一
の
宮
保
健
セ
ン
タ
ー　
☎
２
２
‐
５
０
８
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
５
５
‐
５
０
８
８

広告

診
査
の
期
間
は
、
５
月
21
日
月
か
ら

６
月
１
日
金
ま
で(

土
曜
・
日
曜
を
除
く)

。

歯
の
衛
生
週
間
行
事
の
一
環
と
し
て
、
熊

本
県
お
よ
び
熊
本
県
歯
科
医
師
会
等
の

主
催
に
よ
る
高
齢
者
の
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
成
24
年
４
月
１

日
現
在
、
満
80
歳
以
上
で
、
ご
自
分
の
歯
が
20

本
以
上
あ
る
健
康
な
方
が
対
象
で
す
。
該
当
さ

れ
る
方
は
、
歯
科
医
院
で
診
査
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

　

診
査
は
無
料
で
す
。
８
０
２
０
達
成
者
に

は
、
阿
蘇
郡
市
歯
科
医
師
会
よ
り
賞
状
お
よ
び

記
念
品
、
阿
蘇
市
か
ら
８
０
２
０
認
定
証
を
お

贈
り
い
た
し
ま
す
。(

こ
れ
ま
で
表
彰
を
受
け

た
方
で
も
県
大
会
に
出
場
し

て
い
な
い
方
は
対
象
と
な
り

ま
す
。)�

な
お
、
今
年
度
は

表
彰
式
も
実
施
さ
れ
ま
す
。

歯科医院名 住所 電話番号 歯科医院名 住所 電話番号
宇治歯科医院 一の宮町宮地 22-0214 武藤歯科医院 内牧 32-0027
佐藤歯科ｸﾘﾆｯｸ 一の宮町宮地 22-5131 安光歯科医院 黒川 34-0603
市原歯科ｸﾘﾆｯｸ 三久保 32-3828 阿蘇温泉病院 内牧 32-0881
そのだ歯科医院 内牧 32-1418 波野診療所 波野大字波野 24-2203
田代歯科医院 黒川 34-1771

▼８０２０診査ができる歯科医院

《 

お
知
ら
せ
》
こ
れ
ま
で
イ
ー
ス
マ
イ
ル
健
診
で

行
っ
て
い
ま
し
た
『
フ
ッ
素
塗
布
』
が
、
平
成
24

年
４
月
か
ら
市
が
委
託
し
た
指
定
歯
科
医
院
で
の

実
施
と
な
り
ま
し
た
。
対
象
者
に
は
事
前
に
ご
案

内
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
平
成
24
年
４
月
以
降
に
転
入
さ
れ

た
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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精
密
診
断
法
に
よ
る
耐
震
診
断
を
行
う
所
有
者
に

そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
！

●
建
設
課 

建
設
係　
☎
２
２
‐
３
１
８
７

　
　
　
　

 　
　
　
　
お
２
２
‐
３
１
８
７

戸
建
て
木
造
住
宅
の
耐
震
化
を
促
進

し
、
地
震
に
よ
る
被
害
か
ら
市
民
の

生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
安
全
で

安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
耐
震
診
断
を
行
う
住
宅
の
所
有
者

に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

●
補
助
対
象
建
築
物　

　
（
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
）

①�
阿
蘇
市
内
に
存
在
す
る
戸
建
て
木
造
住
宅

で
、現
に
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
。

（
ア
パ
ー
ト
は
含
ま
な
い
。）

②�

在
来
軸
組
構
法
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
地

上
階
数
が
２
以
下
の
住
宅
。

③�

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た
戸

建
て
木
造
住
宅
。（
一
部
併
用
住
宅
を
含

む
）

④�

過
去
に
本
要
綱
に
基
づ
く
耐
震
診
断
あ
る

い
は
補
助
を
受
け
て
い
な
い
住
宅
。

●
補
助
対
象
者

①�

補
助
対
象
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
者
で
、

市
税
等
の
滞
納
が
な
い
方
。

②�

住
宅
の
共
有
者
が
い
る
場
合
は
、
事
業
の

実
施
に
つ
い
て
全
員
の
承
諾
が
得
ら
れ
る

方
●
補
助
金
の
額
と
募
集
戸
数　

▼�

補
助
金
の
額　
耐
震
診
断
に
要
す
る
経
費

の
３
分
の
２
以
内
の
額
で
、
１
戸
に
つ
き

８
万
６
千
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

▼
募
集
戸
数　
10
戸

●
申
請
書
の
配
布

　

�

申
請
書
の
配
布
は
、
５
月
11
日
金
か
ら
市

役
所
本
庁
２
階
建
設
課
に
て
配
布
し
ま

す
。

●
申
し
込
み

　

�

申
請
書
に
必
要
事
項
の
記
入
、
及
び
必
要

添
付
書
類
を
添
付
の
上
、
左
記
ま
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
先　

　
㈳
熊
本
県
建
築
士
会　
阿
蘇
支
部
事
務
局

　

�

家
入
誠
建
築
研
究
所
（
熊
本
県
阿
蘇
市
西

町
86
番
地
１�

佐
藤
ビ
ル
２
階�

　
☎
３
４
‐
２
３
７
７
）

●
受
付
期
間　

　
５
月
14
日
月
～
10
月
31
日
水　

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

昨
年
度
に
引
き
続
き
補
助
を
し
ま
す
。

５
月
14
日
月
か
ら
受
付
を
開
始
！

広告

新
た
な
学
習
の
機
会
を
。

青
年
学
級
講
座
６
月
開
講
！

●
教
育
課 

社
会
教
育
係　
☎
２
２
‐
３
２
２
９

　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
お
２
２
‐
３
２
２
９

申
込
み
は
５
月
31
日
木
ま
で
。

受
講
生
の
要
望
に
沿
っ
た
講
座
を
予
定
。

今
ま
で
自
分
一
人
で
思
い
描
い
て
い
た
や

り
た
い
こ
と
、
学
び
た
い
こ
と
な
ど
、

仲
間
た
ち
と
一
緒
に
企
画
し
実
現
し
ま
せ
ん

か
？
教
育
委
員
会
で
は
、
そ
の
よ
う
な
青
年
層
相
互
の
交
流
や
親
睦

を
深
め
る
た
め
に
青
年
学
級
講
座
を
開
講
し
ま
す
。

　
気
軽
に
サ
ー
ク
ル
感
覚
で
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
応
募

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

● 

対
象　
阿
蘇
市
在
住
・
在
勤
の
18
～
40
歳
の
男
女

●
募
集
人
員　
30
名
程
度

●
期
間　
平
成
24
年
６
月
～
平
成
25
年
３
月　

　
　
　
　
平
日
午
後
７
時
～
９
時

※
開
催
日
程
は
申
込
を
さ
れ
た
方
に
後
日
連
絡
し
ま
す
。

●
参
加
料　
無
料

※
必
要
に
応
じ
て
若
干
の
費
用
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
会
場　
就
業
改
善
セ
ン
タ
ー
（
一
の
宮
町
宮
地
）

●
申
込
期
限　
５
月
31
日
木

● 

申
込
方
法　
電
話
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
住
所・氏
名・

年
齢
・
電
話
番
号
を
ご
記
入
の
上
、「
青
年
学
級
希
望
」
と
明
記

し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
先　
教
育
課　
社
会
教
育
係　

　
☎
２
２
‐
３
２
２
９
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
）���

２
２
‐
５
２
０
５
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